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「共同実施」に向けた問題例

・基礎編（７月～12月） 第１回～第24回／各回６０問

・実践編（１月～４月） 第25回～第40回／各回３０問

(1) 基礎編（７月～12月）の問題例

大問１ 次の条文は、学校教育法の一部である。空欄に適する語句を、次の①～⑤のうちから一つ選びなさい。

第31条 小学校においては、前条第一項の規定による目標の達成に資するよう、 31 を行うに当たり、児童の

体験的な学習活動、特にボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然体験活動その他の体験活動の充実に努める

ものとする。この場合において、社会教育関係団体その他の関係団体及び関係機関との連携に十分配慮しなければ

ならない。

31 ① 教育活動 ② 授業 ③ 学習活動 ④ 教育指導 ⑤ 教科等の指導

大問２ 次の条文は、学校教育法の一部である。空欄に適する語句を、次の①～⑤のうちから一つ選びなさい。

第11条 校長及び教員は、校長及び教員は、 32 上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところ

により、幼児、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。

32 ① 法令 ② 生徒指導 ③ 指導 ④ 学習 ⑤ 教育

大問３ 次の条文は、学校教育法の一部である。空欄に適する語句を、次の①～⑤のうちから一つ選びなさい。

第12条 学校においては、別に法律で定めるところにより、幼児、児童、生徒及び学生並びに職員の健康の保持増進

を図るため、健康診断を行い、その他その 33 に必要な措置を講じなければならない。

33 ① 健康診断 ② 保健 ③ 心身の健康 ④ 保健及び安全 ⑤ 健康相談

大問４ 次の条文は、学校教育法の一部である。空欄に適する語句を、次の①～⑤のうちから一つ選びなさい。

第19条 経済的理由によつて、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、 34 は、必

要な援助を与えなければならない。

34 ① 市町村 ② 都道府県 ③ 国 ④ 学校の設置者 ⑤ 市町村の教育委員会
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大問５ 次の条文は、学校教育法の一部である。空欄に適する語句を、次の①～⑤のうちから一つ選びなさい。

第35条 35 は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であつて他の児童の教育に妨げ

があると認める児童があるときは、その保護者に対して、児童の出席停止を命ずることができる。

一 他の児童に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

二 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

三 施設又は設備を損壊する行為

四 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

35 ① 校長 ② 学校の設置者 ③ 市町村の教育委員会

④ 都道府県の教育委員会 ⑤ 学校を設置する地方公共団体の長

次のページは、実践編（１月～４月）の問題例。

その次のページは、基礎編と実践編のそれぞれ正答一覧・解説例。
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(2) 実践編（１月～４月）の問題例

大問１ 学校教育法の条文として正しいものを、次の①～⑤のうちから一つ選びなさい。 31

① 小学校においては、前条第一項の規定による目標の達成に資するよう、授業を行うに当たり、児童の体験的な学

習活動、特にボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然体験活動その他の体験活動の充実に努めるものとする。

この場合において、社会教育関係団体その他の関係団体及び関係機関との連携に十分配慮しなければならない。

② 校長及び教員は、校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、幼

児、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。

③ 学校においては、別に法律で定めるところにより、幼児、児童、生徒及び学生並びに職員の健康の保持増進を図

るため、健康診断を行い、その他その保健に必要な措置を講じなければならない。

④ 経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、国は、必要な援助を与

えなければならない。

⑤ 校長は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であつて他の児童の教育に妨げがあると認め

る児童があるときは、その保護者に対して、児童の出席停止を命ずることができる。

一 他の児童に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

二 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

三 施設又は設備を損壊する行為

四 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為、性行不良

（※ 第１次試験の「共同実施」に向け、公開されているモデル問題、開発問題を参考にしました。）

次からのページは、基礎編と実践編のそれぞれ正答一覧・解説例。
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(1) 基礎編（７月～12月）の正答・解説例

教職教養予想問題（第〇回） 正答・解説

正答一覧

31 ④ 41 51 61 71 81

32 ⑤ 42 52 62 72 82

33 ② 43 53 63 73 83

34 ① 44 54 64 74 84

35 ③ 45 55 65 75 85

36 46 56 66 76 86

37 47 57 67 77 87

38 48 58 68 78 88

39 49 59 69 79 89

40 50 60 70 80 90

解説

大問１

31 ④ 教育指導

【解説】

大問１は学校教育法第31条。「児童の体験活動の充実」。

(1) 条文中「前条」とは前の条、すなわち第30条のこと。小学校の目標を規定している。

(2) 小学校の目標の達成に資するよう、教育指導を行うにあたっては、体験活動の充実に努めるものとする。

(3) なお、必ずお手元の「教育小六法」を傍らにおいて、条文の一字一句を確認しながら学習に取り組むこと。この

積み重ねに尽きる。以下、この記述、割愛する。

大問２

32 ⑤ 教育

【解説】

大問２は、学校教育法第11条。「児童・生徒等の懲戒」。

(1) 条文中「文部科学大臣の定めるところ」を具体化したものが学校教育法施行規則第26条。

(2) 懲戒の対象は、「児童、生徒及び学生」。

「幼児」は含まれないことに留意。

(3) 主語は「校長及び教員」である。どうしてか。
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○児童・生徒等の懲戒 － どうして「校長及び教員」か

（児童・生徒等の懲戒）

第11条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒

及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。

学校教育法第11条の主語は、どうして「校長及び教員」か。

(1) 法は、「校長」と「教員」とを使い分けている。まず、これをしっかり押さえる。

(2) 学校教育法は、国立学校、公立学校のほか私立学校に適用される。このため、「教育公務員」は除外される。

(3) ある条文の規定が「校長」と「教員」の両者に適用されるが、その適用の範囲が異なる場合があるとき、つま

り区別する必要があるときは「校長及び教員は」「校長は」「教員は」と表現する。

(4) 校長も教員も、児童生徒等に懲戒を加えることができる（学校教育法第11条）。

しかし、懲戒のうち退学、停学及び訓告の処分は、校長が行う（教員が行うことはできない）。（学校教育法規

則第26条）。

このため、学校教育法第11条の主語は、「校長及び教員」になる。

(5) 「校長等」の場合、「等」の内容を具体的に定義する必要がある。

例えば、条文中に「校長等（校長及び教員を含む。）」と定義されていた場合、「校長等」も正答になる。

大問３

33 ② 保健

【解説】

大問３は、学校教育法第12条。「健康診断等」。

(1) 条文中「別に法律に定める」とある。この規定を受けて定められた法律が学校保健安全法。

(2) 健康診断の目的は、「幼児、児童、生徒及び学生並びに職員の健康の保持増進を図る」こと。

「幼児」も含まれることに留意。

○健康診断

小問(1) 学校教育法第12条（健康診断等）

(1) 校における健康診断の源（みなもと）

(2) 学校においては、健康診断を行うこと

(3) その目的は、幼児、児童、生徒及び学生並びに職員の健康の保持増進を図るため

(4) 保健に必要な措置を講ずること

小問(2) 学校保健法第14条（児童生徒等の健康診断）

(1) 健康診断の結果に基づき、適切な措置をとること

(2) 疾病の予防処置を行う

(3) 治療を指示する

(4) 運動及び作業を軽減する
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小問(3) 学校保健安全法施行規則第８条第１項（健康診断票）

(1) 健康診断を行ったときは健康診断票を作成すること

小問(4) 学校保健安全法施行規則第９条第１項（事後措置）

(1) 21日以内に健康診断の結果を本人とその保護者に通知すること、事後措置をとること

(2) 事後措置の具体的な内容は第一号～第九号

○詳細を他の法令に委ねる場合の条文の書き方

学校教育法第12条の条文について

(1) 健康診断の具体的な実施方法等については、「別に法律で定める」と、別の法律に委ねている。

(2) 別の法律が学校保健安全法。学校教育法と学校保健安全法は同格の法令（法律）なので「別に」と書く。

(3) これに対し、下位の法令に委ねるときは、次のように書く。

例① 「法律の定めるところにより」（例：憲法第26条第２項／憲法 → 法律に委ねる）

例② 「文部科学大臣の定めるところにより」（例：学校法第11条／法律 → 文部科学大臣（省令）に委ねる）。

大問４
34 ① 市町村

【解説】

大問４は、学校教育法第19条。「経済的就学困難への援助義務」。

(1) 「就学」か「修学」か、日本語（語彙力）の問題。混同しないように確認しておこう。

(2) 似たような条文が教育基本法にもある（第４条第３項）。

(3) 経済的理由によって就学困難な学齢児童又は学齢生徒（すなわち小・中学生）の保護者に援助の義務があるのは

当該学校の設置者即ち市町村。

このことを「就学援助」といい、学用品費、学校給食費、修学旅行費、医療費など、就学にかかる費用の一部を

援助する。

(4) 市町村が援助を行った場合、国がその経費を負担することを規定したのが、いわゆる「就学奨励法」。

(5) 最近では、この法律とは別に、少子化対策や子育て支援などの名目で、国や自治体で様々な就学援助制度が設け

られている。

○経済的理由による就学（修学）困難な児童生徒への援助（奨学）の規定

－「就学」か「修学」か

○教育基本法第４条

３ 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学

の措置を講じなければならない。

○学校教育法第19条

経済的理由によつて、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要

な援助を与えなければならない。
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大問５

35 ③ 市町村の教育委員会

【解説】

大問５は、学校教育法第35条第１項。「児童の出席停止」。

○出席停止（学校教育法第35条）

① 性行不良の理由により、児童の保護者に対し、児童の出席停止を命ずるのは「市町村の教育委員会」。

② 該当する行為は、第一号～第四号までの４つ。

③ 出席停止を命ずる場合には、市町村の教育委員会は、保護者の意見を聴取すること、学習に対する支援を行う

ことなどが必要（第35条第２項～第４項）。

④ 出席停止制度は、本人に対する懲戒の観点からではなく、学校の秩序を維持し、他の児童生徒の義務教育を受

ける権利を保障する観点から設けられたもの（平成13年11月６日文部科学省通知）。

⑤ なお、出席停止には感染症の予防上の観点からの場合もある（学校保健安全法第19条）。この場合、出席停止

を命じるのは「校長」。

⑥ さらに、いじめ防止対策推進法第26条も参照。

※いじめ防止対策推進法

第26条 市町村の教育委員会は、いじめを行った児童等の保護者に対して学校教育法第三十五条第一項（同法第四

十九条において準用する場合を含む。）の規定に基づき当該児童等の出席停止を命ずる等、いじめを受けた児童

等その他の児童等が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を速やかに講ずるものとする。

(1) 出席停止と似て非なるものに臨時休業がある。

(2) なお、出席停止は、学校法第11条、学校法規則第26条に規定する懲戒とは異なり、懲戒ではない。

(3) 出席停止と臨時休業を表にまとめておさらい。

○出席停止、臨時休業

性行不良 学校教育法第35条 市町村の教育委員会

出席停止

感染症予防 学校保健安全法第19条 校長

非常変災 学校教育法施行規則第63条 校長

臨時休業

感染症予防 学校保健安全法20条 学校の設置者



8

実践編（１月～４月）の正答・解説例

教職教養予想問題（第〇回） 正答・解説

正答一覧

31 ③ 36 41 46 51 56

32 37 42 47 52 57

33 38 43 48 53 58

34 39 44 49 54 59

35 40 45 50 55 60

解説

大問１

31 ③

【解説】

大問１は、学校教育法の問題。

③以外の誤りは、次のとおり。

①「授業」が誤り。正しくは「教育指導」。

第31条 小学校においては、前条第一項の規定による目標の達成に資するよう、教育指導を行うに当たり、児童の

体験的な学習活動、特にボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然体験活動その他の体験活動の充実に努め

るものとする。この場合において、社会教育関係団体その他の関係団体及び関係機関との連携に十分配慮しなけ

ればならない。

②「幼児、児童、生徒及び学生」が誤り。正しくは「児童、生徒及び学生」。幼児は含まれない。

第11条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及

び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。

③正しい。

第12条 学校においては、別に法律で定めるところにより、幼児、児童、生徒及び学生並びに職員の健康の保持増

進を図るため、健康診断を行い、その他その保健に必要な措置を講じなければならない。

④「国」が誤り。正しくは「市町村」。

第19条 経済的理由によつて、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要

な援助を与えなければならない。

⑤「校長」が誤り。正しくは「市町村の教育委員会」。

第35条 市町村の教育委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であつて他の児童の教

育に妨げがあると認める児童があるときは、その保護者に対して、児童の出席停止を命ずることができる。

一 他の児童に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
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二 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

三 施設又は設備を損壊する行為

四 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為、性行不良

【備考】

※１ 基礎編（７月分～12月分）の次の問題を参照。

・〇月分の第〇回大問〇 31 ／〇頁

・□月分の第□回大問□ 35 ／□頁

・△月分の第△回大問△ 39 ／△頁

※２ 必要に応じ、ここで基礎編の解説を再掲するなどして復習し、確実な習得・定着に資するようにする。

次のページは、無料でお届けする「令和９年度用 教育小六法」の一部。問題例に関係する条を抜粋。
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次は、無料でお届けする「令和９年度用 教育小六法」の一部。上の問題例に関する条を抜粋。

〔児童・生徒等の懲戒〕

第11条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学

生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。

【解説】「文部科学大臣の定めるところ」→学校法規則26（懲戒）

【解説】「教育上必要があると認めるとき」に留意

【解説】懲戒の対象は「児童、生徒及び学生」→「幼児」は含まれない

〔健康診断等〕

第12条 学校においては、別に法律で定めるところにより、幼児、児童、生徒及び学生並びに職員の健康の保持増進を

図るため、健康診断を行い、その他その保健に必要な措置を講じなければならない。

【解説】「別に法律で定めるところ」→学校保健安全法11～18（健康診断）

【解説】「幼児、児童、生徒及び学生並びに職員」→「幼児」も含まれる

【解説】「その保健に必要な措置」→健康診断の結果に基づく疾病の予防措置、治療の指示、勤務・運動の軽減

〔経済的就学困難への援助義務〕

第19条 経済的理由によつて、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援

助を与えなければならない。

【解説】経済的理由によって就学困難な学齢児童又は学齢生徒（すなわち小・中学生）の保護者に対して援助の

義務があるのは当該学校の設置者即ち市町村。「就学援助」という。

【参照】教基法４③

〔児童の体験活動の充実〕

第31条 小学校においては、前条第一項の規定による目標の達成に資するよう、教育指導を行うに当たり、児童の体験

的な学習活動、特にボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然体験活動その他の体験活動の充実に努めるものと

する。この場合において、社会教育関係団体その他の関係団体及び関係機関との連携に十分配慮しなければならない。

【解説】この規定は他の校種にも準用

【参照】学校法21一（社会的活動）、同二（自然体験活動）

【参照】小学校学習指導要領 第１章第１の２の(2)、第３の１の(5)、第６の３

〔児童の主席停止〕

第35条 市町村の教育委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であつて他の児童の教育に

妨げがあると認める児童があるときは、その保護者に対して、児童の出席停止を命ずることができる。

一 他の児童に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

二 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

三 施設又は設備を損壊する行為

四 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為、性行不良

２ 市町村の教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとと

もに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。
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３ 前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、教育委員会規則で定めるものとする。

４ 市町村の教育委員会は、出席停止の命令に係る児童の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上

必要な措置を講ずるものとする。

【解説】性行不良による出席停止を命じるのは市町村の教育委員会（主語＝市町村の教育委員会）

【参照】いじめ防止対策推進法第26条（出席停止制度の適切な運用等）

【参照】文部科学省「出席停止制度の運用の在り方について（通知）」（平成13年11月６日）

【参照・解説】感染症による出席停止（学校保健安全法19）（主語＝校長）

【参照・解説】非常変災による臨時休業（学校法規則63）（主語＝校長）

【参照・解説】感染症予防上の臨時休業（学校保健安全法20）（主語＝学校の設置者）


